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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月8日(2019.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を流通可能な複数の流路（１２，１３，１４）、及び、複数の流路を連通する連通
空間（１１０）を有する弁ハウジング（１０）と、
　前記弁ハウジングに対して相対回転可能に設けられ、複数の前記流路の一の流路（１４
）と前記連通空間との間に形成されている前記一の流路の開口の縁部（１７）に当接する
と当該一の流路と前記連通空間とを遮断する弁部材（２０，４０，５０）と、
　を備え、
　前記弁部材が前記開口の縁部から離間した状態から前記開口の縁部に当接している状態
となるよう前記弁部材が回転する方向を閉弁回転方向とすると、
　前記弁部材の径方向外側部（２１，４１，５１）の少なくとも一部の回転軸（ＲＡ２０
，ＲＡ４０，ＲＡ５０）に沿う方向の幅（Ｌｉ１１，Ｌｉ１２，Ｌｉ１３，Ｌｉ２１，Ｌ
ｉ２２，Ｌｉ２３，Ｌｉ３１，Ｌｉ３２，Ｌｉ３３）は、閉弁回転方向に向かうにしたが
って狭くなる弁装置。
【請求項２】
　前記径方向外側部（２１）の少なくとも一部の前記回転軸（ＲＡ２０）に沿う方向の幅
（Ｌｉ１１，Ｌｉ１２，Ｌｉ１３）は、閉弁回転方向に向かうにしたがって一定の割合で
短くなる請求項１に記載の弁装置。
【請求項３】
　前記径方向外側部（４１）の少なくとも一部の前記回転軸（ＲＡ４０）に沿う方向の幅
（Ｌｉ２１，Ｌｉ２２，Ｌｉ２３）は、閉弁回転方向に向かうにしたがって短くなる割合
が閉弁回転方向に向かうにしたがって大きくなる請求項１に記載の弁装置。
【請求項４】
　前記径方向外側部（５１）の少なくとも一部の前記回転軸（ＲＡ５０）に沿う方向の幅
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（Ｌｉ３１，Ｌｉ３２，Ｌｉ３３）は、一定となる請求項１に記載の弁装置。
【請求項５】
　前記弁部材（２０）の少なくとも一部の前記回転軸（ＲＡ２０）上の点から前記弁部材
の径方向外側の縁部（２２５）までの距離は、閉弁回転方向に向かうにしたがって短くな
る請求項１～４のいずれか一項に記載の弁装置。
【請求項６】
　流体を流通可能な複数の流路（１２，１３，１４）、及び、複数の流路を連通する連通
空間（１１０）を有する弁ハウジング（１０）と、
　前記弁ハウジングに対して相対回転可能に設けられ、複数の前記流路の一の流路（１４
）と前記連通空間との間に形成されている前記一の流路の開口の縁部（１７）に当接する
と当該一の流路と前記連通空間とを遮断する弁部材（２０，６０，７０）と、
　を備え、
　前記弁部材が前記開口の縁部から離間した状態から前記開口の縁部に当接している状態
となるよう前記弁部材が回転する方向を閉弁回転方向とすると、
　前記弁部材の径方向外側の縁部（２２５，２３５，６２５，７２５）は回転方向におい
て連続しており、
　前記弁部材の少なくとも一部の回転軸上の点（Ｐ２５，Ｐ６５，Ｐ７５）から前記弁部
材の径方向外側の縁部（２２５，２３５，６２５，７２５）までの距離（Ｒｉ２２１，Ｒ
ｉ２２２，Ｒｉ２２３，Ｒｉ４２１，Ｒｉ４２２，Ｒｉ４２３，Ｒｉ５２１，Ｒｉ５２２
，Ｒｉ５２３）は、閉弁回転方向に向かうにしたがって連続的に短くなる弁装置。
【請求項７】
　前記弁部材（２０）の径方向外側の縁部（２２５）は、曲線状に形成され、
　前記弁部材の少なくとも一部の前記回転軸上の点（Ｐ２５）から前記弁部材の径方向外
側の縁部までの距離（Ｒｉ２２１，Ｒｉ２２２，Ｒｉ２２３）は、閉弁回転方向に向かう
にしたがって一定の割合で短くなる請求項６に記載の弁装置。
【請求項８】
　前記弁部材（６０）の径方向外側の縁部（６２５）は、曲線状に形成され、
　前記弁部材の少なくとも一部の前記回転軸上の点（Ｐ６５）から前記弁部材の径方向外
側の縁部までの距離（Ｒｉ４２１，Ｒｉ４２２，Ｒｉ４２３）は、閉弁回転方向に向かう
にしたがって短くなる割合が閉弁回転方向に向かうにしたがって大きくなる請求項６に記
載の弁装置。
【請求項９】
　前記弁部材（７０）の径方向外側の縁部（７２５）の少なくとも一部は、直線状に形成
されている請求項６に記載の弁装置。
【請求項１０】
　前記弁部材の閉弁回転方向とは反対方向側の縁部（２０１）は、前記開口の閉弁回転方
向とは反対方向側の縁部（１７７）から見て天方向に位置する請求項１～９のいずれか一
項に記載の弁装置。
【請求項１１】
　前記弁部材は、外壁面（２２３，２３３）に撥水性の膜を有する請求項１～１０のいず
れか一項に記載の弁装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の弁装置は、弁ハウジング（１０）、及び、弁部材（２０，４０，５０，６０，
７０）を備える。
　弁ハウジングは、流体を流通可能な複数の流路（１２，１３，１４）、及び、複数の流
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路を連通する連通空間（１１０）を有する。
　弁部材は、弁ハウジングに対して相対回転可能に設けられる。弁部材は、複数の流路の
一の流路（１４）と連通空間との間に形成されている一の流路の開口の縁部に当接すると
当該一の流路と連通空間とを遮断する。
　本発明の弁装置では、弁部材が開口の縁部から離間した状態から開口の縁部に当接して
いる状態となるよう弁部材が回転する方向を閉弁回転方向とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の第一態様による弁装置では、弁部材の径方向外側部（２１，４１，５１）の少
なくとも一部の回転軸（ＲＡ２０，ＲＡ４０，ＲＡ５０）に沿う方向の幅（Ｌｉ１１，Ｌ
ｉ１２，Ｌｉ１３，Ｌｉ２１，Ｌｉ２２，Ｌｉ２３，Ｌｉ３１，Ｌｉ３２，Ｌｉ３３）は
、閉弁回転方向に向かうにしたがって狭くなる。
　本発明の第二態様による弁装置では、弁部材の径方向外側の縁部（２２５，２３５，６
２５，７２５）は、回転方向において連続しており、弁部材の少なくとも一部の回転軸上
の点（Ｐ２５，Ｐ６５，Ｐ７５）から弁部材の径方向外側の縁部（２２５，２３５，６２
５，７２５）までの距離（Ｒｉ２２１，Ｒｉ２２２，Ｒｉ２２３，Ｒｉ４２１，Ｒｉ４２
２，Ｒｉ４２３，Ｒｉ５２１，Ｒｉ５２２，Ｒｉ５２３）は、閉弁回転方向に向かうにし
たがって連続的に短くなる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の第一態様による弁装置では、径方向外側部の少なくとも一部の回転軸に沿う方
向の幅は、閉弁回転方向に向かうにしたがって狭くなっている。これにより、弁部材と開
口の縁部とが当接している状態において弁部材の回転軸に沿う方向のいずれかに弁ハウジ
ングと弁部材とを固着する氷が生成されていても、弁部材は、閉弁回転方向とは反対の方
向に回転するとき氷から離れる方向に移動することができる。したがって、本発明の第一
態様による弁装置は、弁部材を確実に回転し一の流路と連通空間とを連通することができ
るため、流路を確実に連通または遮断することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明の第二態様による弁装置では、弁部材の径方向外側の縁部は回転方向にお
いて連続しており、弁部材の少なくとも一部の回転軸上の点から弁部材の径方向外側の縁
部までの距離は、閉弁回転方向に向かうにしたがって短くなる。これにより、弁部材と開
口の縁部とが当接している状態において弁部材の径方向外側に弁ハウジングと弁部材とを
固着する氷が生成されていても、弁部材は、閉弁回転方向とは反対の方向に回転するとき
氷から離れる方向に移動することができる。したがって、本発明の第二態様による弁装置
は、弁部材を確実に回転し一の流路と連通空間とを連通することができるため、流路を確
実に連通または遮断することができる。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　弁部材８０では、弁部材側シール部８１は、ＥＧＲ通路遮断方向に向かうにしたがって
弁部材８０の回転軸ＲＡ８０に沿う方向の長さが長くなるよう形成されている。具体的に
は、図１７に示すように、弁部材側シール部８１は、ＥＧＲ通路遮断方向側に位置する端
部８１６の回転軸ＲＡ８０に沿う方向の長さＬｏ８１がＥＧＲ通路開放方向側に位置する
端部８１７の回転軸ＲＡ８０に沿う方向の長さＬｏ８２に比べ長くなっている。また、弁
部材側シール部８１は、端部８１６と端部８１７とのそれぞれから等距離に位置する中間
部８１８の回転軸ＲＡ８０に沿う方向の長さＬｏ８３が、端部８１６の長さＬｏ８１に比
べ短く、かつ、端部８１７の長さＬｏ８２に比べ長い。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　また、比較例の弁装置が備える弁部材８０は、弁部材８０の上面図である図１８に示す
ように、弁部材８０が有する上アーム８２は、ＥＧＲ通路遮断方向に向かうにしたがって
弁部材８０の径方向の長さが一定になるよう形成されている。
　具体的には、図１８に示すように、回転軸ＲＡ８０上の点Ｐ８５を設定する。また、上
アーム８２のうち回転軸ＲＡ８０に沿う方向において弁部材側シール部８１の径方向外側
の外壁面と重なる部位（図１８の曲線８２５）を縁部８２５とする。
　この場合、図１８に示すように、上アーム８２は、縁部８２５の最もＥＧＲ通路遮断方
向側に位置する点Ｐ８２６と点Ｐ８５との距離Ｒｏ８２１と縁部８２５の最もＥＧＲ通路
開放方向側に位置する点Ｐ８２７と点Ｐ８５との距離Ｒｏ８２２とは同じとなっている。
また、図１８に示すように、縁部８２５上の点であって、点Ｐ８２６となす中心角及び点
Ｐ８２７となす中心角が同じ角度α２である点Ｐ８２８と点Ｐ８５との間の距離Ｒｏ８２
３は、距離Ｒｏ８２１及び距離Ｒｏ８２２と同じになっている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　また、第二実施形態による弁装置では、中間部４１８を挟んで、中間部４１８からＥＧ
Ｒ通路遮断方向側に位置する端部４１６までの回転軸ＲＡ４０に沿う方向の長さの変化は
、中間部４１８からＥＧＲ通路開放方向側に位置する端部４１７までの回転軸ＲＡ４０に
沿う方向の長さの変化に比べ変化の割合が大きい。これにより、中間部４１８から端部４
１７までの間はせん断によって氷との付着を解除しつつ、中間部４１８から端部４１６ま
での間は引っ張りによって氷との付着を解除する。このように、中間部４１８から端部４
１６までの回転軸ＲＡ４０に沿う方向の長さの変化を比較的大きくすることによって、氷
との付着を確実に解除しつつ弁部材４０の体格を小さくすることができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００７８】
　第四実施形態では、上アーム６２及び下アームは、弁部材６０の径方向の長さがＥＧＲ
通路遮断方向に向かうにしたがって短くなるよう形成されている。具体的には、図１４に
示すように、弁部材６０の回転軸上の点Ｐ６５を設定する。また、上アーム６２のうち回
転軸ＲＡ６０に沿う方向において弁部材側シール部２１の外壁面２１１と重なる部位（図
１４の曲線６２５）を「弁部材の径方向外側の縁部」としての縁部６２５とする。
　この場合、図１４に示すように、上アーム６２は、縁部６２５上の最もＥＧＲ通路遮断
方向側に位置する点Ｐ６２６と点Ｐ６５との距離Ｒｉ４２１が、縁部６２５上の最もＥＧ
Ｒ通路開放方向側に位置する点Ｐ６２７と点Ｐ６５との距離Ｒｉ４２２に比べ短くなって
いる。また、図１４に示すように、縁部６２５上の点であって、点Ｐ６２６となす中心角
及び点Ｐ６２７となす中心角が同じ角度α４である点Ｐ６２８と点Ｐ６５との間の距離Ｒ
ｉ４２３は、距離Ｒｉ４２１に比べ長く、かつ、距離Ｒｉ４２２に比べ短い。第四実施形
態では、距離Ｒｉ４２１，Ｒｉ４２２，Ｒｉ４２３は、以下の関係式（４）が成立する。
　　Ｒｉ４２２－Ｒｉ４２３＜Ｒｉ４２３－Ｒｉ４２１　　　・・・（４）
　すなわち、図１４に示すように、縁部６２５の形状は、第一実施形態の縁部２２５の形
状に比べ、ＥＧＲ通路遮断方向側の部位が弁部材の回転軸に近い形状となる。
　なお、図１４には、点Ｐ６５から距離Ｒｉ４２１と同じ距離にある点の集合である仮想
線を仮想線ＶＬ４０で示している。ここでは、図示されていないが、弁部材６０が有する
下アームも同様の形状をなしている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　上アーム７２は、弁部材側シール部２１の回転軸ＲＡ７０（符号を図示しないが、図９
の回転軸ＲＡ２０等から類推される）に沿う方向の端部のうちセンサカバー１１２側の端
部に設けられている。上アーム７２の外壁面には、撥水性の膜が形成されている。上アー
ム７２は、上シャフト２５が圧入される通孔７２４を有する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　第五実施形態では、上アーム７２及び下アームは、弁部材７０の径方向の長さがＥＧＲ
通路遮断方向に向かうにしたがって短くなるよう形成されている。具体的には、図１５に
示すように、回転軸ＲＡ７０上の点Ｐ７５を設定する。また、上アーム７２のうち回転軸
ＲＡ７０に沿う方向において弁部材側シール部２１の外壁面２１１と重なる部位（図１５
の曲線７２５）を「弁部材の径方向外側の縁部」としての縁部７２５とする。
　この場合、図１５に示すように、上アーム７２は、縁部７２５上の最もＥＧＲ通路遮断
方向側に位置する点Ｐ７２６と点Ｐ７５との距離Ｒｉ５２１が、縁部７２５上の最もＥＧ
Ｒ通路開放方向側に位置する点Ｐ７２７と点Ｐ７５との距離Ｒｉ５２２に比べ短くなって
いる。また、図１５に示すように、縁部７２５上の点であって、点７２６となす中心角及
び点７２７となす中心角が同じ角度α５である点Ｐ７２８と点Ｐ７５との間の距離Ｒｉ５
２３は、距離Ｒｉ５２１に比べ長く、かつ、距離Ｒｉ５２２に比べ短い。
　なお、図１５には、点Ｐ７５から距離Ｒｉ５２１と同じ距離にある点の集合である仮想
線を仮想線ＶＬ５０で示している。ここでは、図示されていないが、弁部材７０が有する
下アームも同様の形状をなしている。
【手続補正１２】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１０】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１８】
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